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〈問い合せ先〉都市計画課（☎ 82-1162）

　平成 30年 9月 14 日㈮〜 11月 4日
㈰に，山口きらら博記念公園（山口市）
で開催される「山口ゆめ花博」の前売入
場券を販売します。国内最大級の花と
緑の祭典をぜひお楽しみください。
◎前売券
◦一般入場券　大人 900 円，
　高校生 600 円，小・中学生 500 円
◦全期間通用入場券　大人 2,400 円，
　高校生 1,600 円，小・中学生 1,200 円
※未就学児は無料です。
◎販売期間　9 月 13 日㈭まで
　8:30 〜 17:15（土・日曜日，祝日を除く）
◎販売窓口　都市計画課，山陽総合事務

所，南支所，埴生支所，公園通出張所，
本山公民館，須恵公民館，小野田公民
館，有帆公民館，高千帆公民館，高泊
公民館，厚陽公民館，出合公民館

■山口ゆめ花博「6 つの魅力」
①咲き誇る 1,000 万の山口県の花
②子どもの育ちを支える公園
　自然を生かした空間で，子どもたち
が好奇心を持って創造的に遊べる場
をデザイン

③日本一に挑戦！
　日本一長い竹のコースター，日本一高
いブランコ，日本一広い芝生広場など

④ファンタスティックなナイトプログラム
　会場をライトアップし，光を使ったイ
ベントを行い幻想的な夜の風景を演出

⑤1,000 のイベントと体験プログラム
⑥県民参加プログラム
※イベント内容等，詳しくは第 35 回

全国都市緑化やまぐちフェア実行委
員会事務局（☎ 083-933-4805）ま
でお問い合せください。
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〈問い合せ先〉税務課（☎ 82-1125）

■軽自動車税の減免
　身体障がい，精神障がいのある人ま
たは，その人と生計をともにする人
が所有する軽自動車等で，主に障が
いがある人のために使用し，一定の
条件に該当する場合，1人 1 台に限
り軽自動車税が減免されます。

◎対象
　身体障害者手帳，精神障害者保健福祉

手帳 1 級，療育手帳 A，戦傷病者手帳
をもっている人で，要件を満たす人

※普通自動車税の減免を受けている人は
対象外です。

◎申請場所
　税務課，山陽総合事務所，埴生支所
◎申請期限　5 月 31 日㈭
◎必要なもの　身体障害者手帳等，自動

車検査証，運転免許証，印判

■軽自動車税の重課
　平成 27 年 3月以前に最初の新規検
査を受け，13年が経過した軽自動車
には，重課税率が適用されます。平
成30年度は，最初の新規検査が平成
17年 3月以前の軽自動車が重課の対
象です。

【年税額の例】
◎平成 27 年 3 月以前に最初の新規検査

を受けた軽自動車

車種 重課前 重課後
（13 年経過）

乗用自家用車 7,200 円 12,900 円

貨物自家用車 4,000 円 6,000 円

※最初の新規検査とは，自動車検査証
の初年度検査年月日のことです。

※詳しくはお問い合せいただくか，市
ホームページをご覧ください。
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